
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
八
七

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

一
八
七

○
道
路
の
路
線
の
認
定
内
容
の
公
示
内
容
を
変
更
す
る
件

一
八
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
八
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
八
八

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
二
件

一
八
八

福
島
県
教
育
委
員
会

○
博
物
館
法
第
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
変
更
登
録
を
し
た
件

一
八
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
報
告
が

あ
っ
た
件

一
八
九

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
柳
平
山
甲
二
三
〇
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
西
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
西
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す

る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容

の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

猪
狩

勝
雄

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号
）

に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

大
正
九
年
福
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号
で
認
定
し
た
県
道
路
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

白
河
停
車
場
線
の
項
中
「
一
級
国
道
四
号
線
交
点
（
白
河
市
中
町
）
」
を
「
一
般
国
道
二
九
四
号

30
交
点
（
白
河
市
）
」
に
改
め
る
。

（
道
路
計
画
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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公

告

公
告
第
百
二
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
七
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
地
域
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
鏡
石

三

代
表
者
の
氏
名

德
永

牧
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
岩
瀬
郡
鏡
石
町
本
町
百
六
十
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
自
閉
症
を
主
と
す
る
発
達
障
が
い
児
者
に
対
し
て
視
覚
的
支
援
と
物
理
的
構
造
化

を
用
い
た
療
育
的
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
能
力
に
応
じ
て
自
立
と
就
労
に
向
け
た
技
能
を
獲

得
し
、
障
が
い
特
性
を
活
か
し
た
社
会
参
加
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

鮫
川
村
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

鈴
木

勝
正

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
西
山
字
馬
場
一
二
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

関
根

德
次

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
西
山
字
戸
倉
二
一
一
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公 告 第 １ ２ ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 26年 ４ 月 18日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
実 習 用 デ ィ ー ゼ ル 機 関 Ⅱ １ 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 26年 ３ 月 13日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
新 潟 原 動 機 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 外 神 田 二 丁 目 14番 ５ 号

５ 落 札 金 額
109 , 0 8 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 26年 １ 月 31日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 １ ２ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平 成 26年 ４ 月 18日

福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平
１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 Ⅱ ２ 基
２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地

福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

平 成 26年 ３ 月 13日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

小 名 浜 造 船 株 式 会 社 福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 下 神 白 字 綱 取 177番 地
５ 落 札 金 額

26 , 1 3 6 , 0 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 26年 １ 月 31日
（ 入 札 用 度 課 ）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
博
物
館
の
登
録
事
項
の
変
更
登
録
を
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

福
島
県
教
育
委
員
会

内

容

博
物
館
の
名
称
及
び
所

異

動

事

項

変
更
年
月
日

在
地

新

旧

野
口
英
世
記
念
館

設
置
者
の
住
所

福
島
県
耶
麻

東
京
都
新
宿

平
成
二
三
年
四
月

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

郡
猪
苗
代
町

区
大
京
町
二

二
二
日

三
ッ
和
字
前
田
八
一
番

大
字
三
ッ
和

六
番
地

地

字
前
田
八
一

番
地

設
置
者
の
名
称

公
益
財
団
法

財
団
法
人

平
成
二
五
年
四
月

人

野
口
英

野
口
英
世
記

一
日

世
記
念
会

念
会

白
虎
隊
記
念
館

設
置
者
の
名
称

一
般
財
団
法

財
団
法
人

平
成
二
四
年
五
月

会
津
若
松
市
一
箕
町
大

人

白
虎
隊

白
虎
隊
記
念

一
日

字
八
幡
字
弁
天
下
三
三

記
念
館

館

番
地

（
社
会
教
育
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
と

し
て
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
、
伊
達
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
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委
員
長

菊

地

俊

彦

指
定
年
月
日

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

聴
衆
席
の
面
積

聴
衆
席
収
容

所

在

地

名

称

管

理

者

見
込
人
員
数

平
成
二
六
年

伊
達
市
伏
黒

伊
達
東
地
区

伊
達
市
長

六
九
二
平
方
メ
ー

二
○
○
人

四
月
一
日

字
一
本
石
四

交
流
館

ト
ル

一
番
地
二

同

同

市
北
後

伊
達
中
央
交

同

九
九
六
平
方
メ
ー

四
九
八
人

二
二
番
地
一

流
館

ト
ル

同

同

市
保
原

保
原
中
央
交

同

二
六
一
五
平
方

八
三
一
人

町
字
宮
下
一

流
館

メ
ー
ト
ル

一
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